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裁 決 書

審査請求人の住所及び氏名

上記審査請求人（以下「請求人」という。）から平成１８年８月２２日付けで提起され

た審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文

㎜ 赴会福祉事務所長（以下「処分庁」という。）が平成１８年８月１７日付け

● 鵑第１３１号で請求人に対して行った保護廃止決定処分（以下「本件処分」という，）

を取り消す。

理 由

第１　審査請求 の趣旨及び理由

１　審査請求の趣旨

請求人は、処分庁が生活保護法( 昭和２５年法律第１４４号。以下｢ 法｣ という。)

に基づき請求人に対して行った本件処分について、その取消しを求めているものと

解されるので、以下そのように扱うこととする。

２　審査請求の理由

請求人は、以下のような理由を主張している。
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請求人はヽ
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社会福祉事務所9 管内に転居して処分庁による請求人の世

帯に対する法に基づく保護（以下「保護」という。）を受ける以前は、㎜ 社

会福祉事務所の管内に居住しており、そこで㎜ 社会福祉事務所長（以下「前

実施機関」という。）による保護を受けていたが、前実施機関からは、受給している

保護費を上回るだけの収入が得られるようになれば保護は廃止となるがそうでない

限り保護は廃止とならない、全く収入がないにもかかわらず保護を廃止することは

ないので安心するように言われていた。

しかし、転居後、処分庁からは「働けるのに仕事をしない。」と言われ、本件処分

が行われたが、その結果収入がなくなり、保護が廃止となる平成１８年９月からの

生活に困る。

第２　処分庁の弁明

処分庁の弁明は、平成１８年９月ｉ日付り● 畠●第１４６号で処分庁から提出のあ

った弁明書に記載のとおりである。（別添写し参照）

丶。
第３　請求人の反論

平成１８年９月１:L日に当庁が受け付けた請求人から提出された反論書によれば、

請求人の反論の趣旨は、第１とほぼ同様である。

第4

1

当庁の認定事実及び判断

認定事実

処分庁の弁明書及び当庁が行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第２８

条の規定により平成１８年８月２５日付け障第６４２号で処分庁に提出を求め、そ

れに応じて提出のあった面接記録表、ケース記録等の物件によれば、次の事実が認

められる。

（1） 平成１８年４月２ ２日、請求人の世帯は、現住所地に転居し、同月２４日、請

求人は、処分庁の事務所を訪れ、同日付で処分庁に対して保護の申請を行った。

（2） そ の際処分疔は、請求人に対し、求職活動が不十分であれば保護の申請を却下

することもあるので、ハローワークの利用を中心に積極的に求職活動を行うよう
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口頭で指導し、その後も２回口頭で指導を行った上でﾐ 平成１８年５月２３日付

り● 胼●第２６号及び同年６月１９日付yj● 福● 第４８号マ求職活動を充分行う

よう指導指示を行った。　　　　　　　　　　 卜

（3） 処分庁の（2）の口頭による指導及び文書による指導指示に対して請求人は、自動

車を所有していないが近隣には就労先が少ない、求人雑誌でもインターネットで

も探したが就労先が見つからない等と主張し、また、求職活動状況申告書にも求

職活動に関する記載が少ない。

（4） 請求人は、●i 悪く体調不良はあるものの、仕事ができない状態ではないと主

張している。

（5） 処分庁 は、平成１８年５月２３日付けで諳求人の世帯に対し保護開始決定処分

を行った。

（6） 処分庁は、請求人が（3）の状況にあることから、求職活動が不充分であると判断

し、平成１８年８月４日に聴聞を実施した上で、指導指示違反を理由として本件

処分を行った。

２　判断

（1） 法 によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他

あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として

行われ（法第４条第１項）、被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の

節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない（法第６０条）と

されているとともに、保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上

その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる（法第２７条第

１項）とされている。

ざらに、被保護者は、保護の実施機関が、法第２７条の規定により、被保護者

に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない（法第

６２条第:L項）とされ、保護の実施機関は、被保護者がこの義務に違反したとき

は、保護の変更、停止又は廃止をすることができる（同条第3･項）とされている。

･また、生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１９条によれば、

法第６２条第３項に規定する保護の実施機関の権限は、法第２７条第１項の規定

により保護の実施機関が書面によって行った指導又は指示に、被保護者が従わな



((

(し

かった場合でなければ行使してはならないとされている。

（2） 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日付

け社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。）によれば、

被保護者が書面による法第２７条の規定による指導指示に従わない場合に、処分

庁は、必要と認められるときは、法第６２条の規定により、所定の手続を経たう

えで、保護の変更、停止又は廃止を行うこととなるが、保護の変更、停止又は廃

止のうちいずれを適用するかについては、次の基準によることとされている。

ア　当該指導指示の内容が比較的軽微な場合は、その実情に応じて適当と認めら

れる限度で保護の変更を行うこと。

イ　アによることが適当でない場合は保護を停止するごととし、当該被保護者が

指導指示に従ったとき、又は事情の変更により指導指示を必要とした事由がな

くなったときは、停止を解除すること。

なお、保護を停止した後においても引き続き指導指示に従わないでいる場合

には、さらに書面による指導指示を行うこととし、これによってもなお従わな

い場合は、法第６２条の規定により所定の手続を経たうえ、保護を廃止するこ

と。

ウ　ィの規定にかかわらず､①最近１年以内において当該指導指示違反のほかに、

文書による指導指示に対する違反、立入調査拒否若しくは検診命令違反があっ

たとき、②法第７８条により費用徴収の対象となるべき事実について以後改め

るよう指導指示したにもかかわらず、これに従わなかったとき、又は③保護の

停止を行うごとによつ･ては当該指導指示に従わせることが著しく困難であると

認められるときに、保護を廃止すること。

（3） 本件事案について検討すると、今回の求職活動に関する指導指示のほかに、請

求人が最近１年以内において文書による指導指示等に違反した事実は認められ

ず、処分庁が法第７８条により費用徴収の対象となるべき事実について以後改め

るよう指導指示した事実も認められない。

さらに､ 充分な求職活動と断じることはできないが、請求人が求職活動を行い、

稼働能力の活用を拒否してはいないことから、保護の停止を行うことによっては

当該指導指示に従わせることが著しく困難であるとは認められない。
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よって、本件処分は。課長通知に示された被保護者が書面による指導指示に従

わない場合の保護の廃止の適用の基準に反していると認められる。

（4） 以上から、本件処分は不当なものであり、本件審査請求には理由があると認め

られるので、行政不服審査法第４０条第３項の規定により、主文の･とおり裁決す

る。

平成１８年１ ０月６日

岡山県知事　　石　井　正
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岡山県知事　石井　正弘　様

斷5●肓
平成18年

- 比会福祉事務所
所長 ㎜

弁　 明　書

１ ４ ６　 号

９ 月 ・　１日

平 成18 年 ８月25 日付け障第642 号で依頼 のありjﾐ した事項について別 紙の とお り弁明

します 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　 ，･
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審蚩請求人の住所・氏名
住所.:

斜!崘 川,I……………………………

別　紙

●　弁明の趣旨

当方が生活保護法第62 条第３項の規定により，平成18 年８月17 日付けで審査請求人に
｡行った平成18 年９月１日での生活保護廃止決定処分は適法に実施されていますので請求を
棄却することを求めます。

●- 保護開始から廃止までの経緯

‘1 ’平成J18 年･４月２４日　㎜ から● 酊 内べ転入により保護を開始した。

２　 審査舞 求人の体調についで　　　　　　　　　ﾐ 。　　　　　　　　 ’

保護開始時に治療は行っていない。体調が悪ければ受診するようiこ説明した。

・本人の訴えによれば，● に住ん夕いた呷・ 賜 く● 蚪へ外来していたとのこと，’

。働けないほどの状態ではないとの訴えあり。
３　 処遇･方針

就労指導 （就 労のための求職活動を積極的に行う。）　　 ’

４　 求職状況について ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，･

平成18 年４･月24 日　口頭により｡求職活動の指示，求職活動報告書の提出を指導。

平成18 年51 月 １日　 口頭による求職活動の指示。提出された求職活動報告書に基づき

求職活動 が不十分な旨伝えた。。　／

平成18 年 ５月12 日　･同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

平成18 年 ６月23 日　保護開始決定

平成18 年６月 ５日　第１回指示書を手交する。体調が悪ければ,･病院で診察を受け，

就 労可能 かを，確認するように口頭で指導を行った。　　　　　　　　　　 卜 ・

新規保護開始に伴い，求職活動が不十分な状態が続けば保護 が受けられなくなる可

能性が有 る旨説明した。

平成18 年 ６月19 日　求職活動がまだ不十分であり／より一層の努力が必要な旨伝え

た。

平成 ］｡8年 ６月 ２０日　第２回指示書を手交する。また，口頭によりハローワーク中心

の求職活動をすること及び地域を● 町’内以外からも探すように指導した。

平成18 年 ７月 ５日　求職活動がまだ不十分な旨伝えた。

平成 ］｡8年 ７月20 日　所内協議

出席者: 鞫 听長，● 室長,・ 主幹，● 担当
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求職活動 が不十分で改善がみられないので，保護廃止の方向で検討する，廃止後再

申請があれば申請は妨げない，もし，就労が困難なほど体調が悪いなら治療に専念

してもらう。　　 。。

平成１８年８月４日　聴聞会開催　　　　 ・

出席者 ㎜　　　 ゛

‥ 福祉: ● 室長･・ 主幹･・ 担当　 ，　　　　　 二

求職活動乍ついて，「高卒以上のものしかない。近くで通えるもめがない。」等就労
●　　　　　　　　・　　　　　●　　　●

に対する積極的な発言はない。ハローワークへ行づたのは，保護開始以来１回だけ

で， 他には求人情報誌の確認。インターネダトによる内職等の確認をじているが，

‘ いずれも近くに適当な仕事がないとめこと’。 ’

求職活動が不十分でj 改善がみられないため保護廃止となる旨説明した。

｡･保護廃止後の再申請は可能である耽 求掫努力は必要であり，就労できない体調了

二あれば,｡ 治療に専念する必要がある旨の説明をした。

平成１８年８丹17 日　保護廃止通知書発送

保護廃止 日：平成１８年９月１日


